
印字されている内容が正しいか確認してください

修正がある場合は赤線を引いて赤字で修正してください

各個人番号は※で表記されます。

新たに記入する必要はありません

年間の給与が201.6万円以下で配偶者(特別)控除を受ける配偶者

が印字されます

控除を受けるには3枚目(基・配・所)に記入し提出が必要です

年間の給与が123万円以下で扶養控除を受けられます。

障がいの等級等変更がある場合は手帳の写しを添付してください

寡婦：夫と離婚し扶養する親族がいるか、夫と死別した現在婚姻をしてない方

ひとり親：配偶者と離婚又は死別し、扶養する子のいる現在婚姻をしてない方

※注1

年末調整をしない方は、しない旨の記載をお願いします

今年入社の方は前職有無を記載し、有りの場合は源泉徴収票を添付してください

(入社時に提出済みの場合は添付無しで大丈夫です）

Wワークの方はどちらか一方でしか年調が出来ませんので、年調する・しないの記載と確定申告をお願いします

今年度退職金を受取った為、扶養から外れた配偶者・扶養親族で退職金を除き年

収が204万円以下の方がいれば、該当年度の申告書へ記載をお願いします

16歳未満の扶養親族はこちらに記載されます。今年度出産し扶養へ入れる場合は記載漏れがないか確認をお願いします


